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新潟県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第44号 

新潟県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県環境影響評価条例施行規則（平成12年新潟県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第３（第41条関係） 

対象事業

の区分 

事業の諸

元 

手続を経ることを要しな

い変更の要件 

（略） 

８ 別表

第１の

４の項

に該当

する対

象事業 

（略） 

利用を予

定する航

空機の種

類又は数 

変更前の飛行場周辺区域

（公共用飛行場周辺にお

ける航空機騒音による障

害の防止等に関する法律

施行令（昭和42年政令第

284号）第６条の規定を適

用した場合における同条

に規定する時間帯補正等

価騒音レベルが62デシベ

ル以上となる区域をいう。

以下同じ｡)から500メー

トル以上離れた陸地の区

域が新たに飛行場周辺区

域とならないこと。 

（略） 
 

別表第３（第41条関係） 

対象事業

の区分 

事業の諸

元 

手続を経ることを要しな

い変更の要件 

（略） 

８ 別表

第１の

４の項

に該当

する対

象事業 

（略） 

利用を予

定する航

空機の種

類又は数 

変更前の飛行場周辺区域

（公共用飛行場周辺にお

ける航空機騒音による障

害の防止等に関する法律

施行令（昭和42年政令第

284号）第６条の規定を適

用した場合における同条

の値が75以上となる区域

をいう｡)から500メートル

以上離れた陸地の区域が

新たに当該区域とならな

いこと。 

 

 

（略） 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

告   示 

◎新潟県告示第623号 

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第２条第６号の規定による指定地方公共機関の指定(昭和37年11月新潟

県告示第1100号)の一部を次のとおり改正する 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

「新発田天然ガス株式会社」を「新発田ガス株式会社」に、「新潟県商工会議所連合会」を「一般社団法人新潟

県商工会議所連合会」に、「社団法人新潟県エルピーガス協会」を「一般社団法人新潟県ＬＰガス協会」に、「社

団法人新潟県トラック協会」を「公益社団法人新潟県トラック協会」に、「社団法人新潟県看護協会」を「公益社

団法人新潟県看護協会」に、「株式会社エヌ・シィ・ティ」を 

「株式会社エヌ・シィ・ティ 

 株式会社佐渡テレビジョン」に改める。 

 

◎新潟県告示第624号 
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生活保護法（昭和25年法律第144 号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第49条の

規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

名     称 所  在  地 指 定 年 月 日 

原消化器内科医院 新発田市豊町４丁目５番１号 平成25年４月２日 

中谷医院 五泉市太田２－６－39 平成25年４月１日 

小野耳鼻科医院 胎内市大川町15番10号 平成25年４月２日 

さんか歯科医院 上越市栄町１－３ 平成25年４月１日 

川西歯科 十日町市春日102 平成25年４月１日 

堀田歯科医院 村上市学校町３－50 平成25年４月１日 

酒井歯科医院 佐渡市羽茂本郷406－１ 平成25年４月１日 

トモエ薬局春日野店 上越市春日野１－14－９ 平成25年４月１日 

トモエ薬局高田店 上越市樋場２街区１－１ 平成25年４月１日 

クスリのアオキ新発田豊町薬局 新発田市豊町４丁目９番５号 平成25年４月１日 

さくら薬局 燕市殿島２－10－14 平成25年２月１日 

みらい ぼたん薬局 五泉市太田２－６－44 平成25年４月１日 

あるも薬局 六日町店 南魚沼市六日町1882－１ 平成25年４月１日 

ピアスマイル薬局 胎内市あかね町26番27号 平成25年４月１日 

 

 

◎新潟県告示第625号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生

活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

名     称 所  在  地 廃 止 年 月 日 

小林整形外科医院 上越市南本町２丁目13－14 平成25年３月31日 
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原消化器内科医院 新発田市豊町４丁目５番１号 平成25年３月31日 

川西歯科 十日町市春日102 平成25年３月31日 

トモエ薬局高田店 上越市樋場２街区１－１ 平成25年３月31日 

大手薬局六日町調剤 南魚沼市六日町1882－１ 平成25年３月31日 

とどろき調剤薬局 燕市東太田2890番地３ 平成25年３月31日 

 

 

◎新潟県告示第626号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、小千谷市の特定計量器定期検査を次のとおり実施

する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 ６月７日（金） 

６月10日（月） 

６月11日（火） 

６月12日（水） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

小千谷市総合体育館 小千谷市全域  

６月13日（木） 小千谷市片貝総合センター 

６月14日（金） 東小千谷体育センター 

６月15日から平成

26年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月31日、１月２日、

１月３日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

 

◎新潟県告示第627号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、田上町の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 ６月3日（月） 

６月4日（火） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

田上町役場公用車車庫棟 田上町全域 

６月5日から平成26 午前９時30分から正午まで 新潟県計量検定所 上記の未受検者 



第33号 新  潟  県  報 平成25年４月26日(金) 

5 

年３月15日まで。 

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月31日、１月２日、

１月３日を除く。 

午後１時から３時30分まで 特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第628号 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号）第２条第３項の規定

により、産業立地促進地域を次のとおり指定した。 

なお、関係図面は、産業労働観光部産業立地課において縦覧に供する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

産業立地促進地域の名称 区    域 指 定 年 月 日 

西名目所業務地区 新潟市北区西名目所の一部 平成25年４月19日 

 

◎新潟県告示第629号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、小千谷市の池ヶ原土地改良区から次のとおり

役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成25年４月26日 

新潟県長岡地域振興局長 

１ 就 任 

  理事 小千谷市大字池ヶ原1155番地       鈴木  忠夫 

                         （理事長） 

  〃     〃  真人町丙991番地        藤巻  政一 

  〃     〃  大字池中新田504番地２    田中  忠司 

  〃     〃  大字塩殿甲838番地６     関   定栄 

  〃     〃  大字池ヶ原133番地      村山   定 

  〃     〃  大字池ヶ原2531番地     中村  憲一 

  〃      〃  大字塩殿甲330番地３    藤島  睦 

  監事 小千谷市真人町甲11番地       大窪 文夫 

    〃     〃  大字池ヶ原737番地     岩田 哲也 

  〃     〃  大字池中新田149番地子   田中 芳夫 

就任年月日 平成25年４月１日 

２ 退 任 

理事 小千谷市大字池中新田492番地１     田中  忠喜 

                        （理事長） 

〃     〃  大字池ヶ原1155番地       鈴木  忠夫 

〃     〃  真人町丙991番地         藤巻  政一 

〃     〃  大字塩殿甲220番地１      関   勝司 

〃     〃  大字池ヶ原133番地        村山   定 

〃     〃  大字池ヶ原737番地        岩田  哲也 

〃     〃  大字池ヶ原2531番地       中村  憲一 

〃     〃  大字塩殿甲558番地１      小見山 誠 

〃     〃  真人町丙684番地         羽鳥  太一 

監事  小千谷市大字池ヶ原614番地          山崎  朝男 

〃       〃  真人町甲11番地          大窪  文夫 

〃       〃  大字池中新田504番地２      田中  忠司 

退任年月日 平成25年３月31日 
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◎新潟県告示第630号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の紫雲寺土地改良区の定款の変更を

平成25年４月16日認可した。 

平成25年４月26日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第631号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の川東土地改良区の定款の変更を平

成25年４月16日認可した。 

平成25年４月26日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第632号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、新発田市の加治

川沿岸土地改良区連合の定款の変更を平成25年４月16日認可した。 

平成25年４月26日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第633号 

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第22条第１項の規定により、公有水面の埋立の竣功を次のとおり認可

した。 

平成25年４月26日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 竣功認可年月日 

 平成25年３月25日 

２ 竣功認可を受けた者の名称及び住所 

(1) 名称 新潟県佐渡地域振興局 

(2) 住所 佐渡市相川二町目浜町20番地１ 

(3) 代表者氏名 佐渡地域振興局長 熊倉 昇 

(4) 代表者住所 佐渡市相川下戸炭屋浜町89番地３相川地区集合公舎202号 

３ 埋立区域 

○区域１ 

(1) 位置 佐渡市野浦506番地１地先から佐渡市野浦260番地１地先に至る間の地先公有水面 

(2) 区域 次の各地点を順次に結んだ線及び340の地点と25の地点とを結んだ線により囲まれた区域 

     340の地点  佐渡市野浦506番地１地先道路敷に設置した図根三角点（M１）（北緯38度00分50.9785

秒、東経138度32分576491秒）から183度31分49秒、28.193mの地点 

     301の地点  340の地点から115度14分18秒、7.146mの地点 

     302の地点  301の地点から206度35分09秒、14.738mの地点 

     303の地点  302の地点から206度26分27秒、15.069mの地点 

     304の地点  303の地点から209度37分17秒、25.088mの地点 

     305の地点  304の地点から212度02分00秒、17.890mの地点 

     306の地点  305の地点から213度00分05秒、26.215mの地点 

     307の地点  306の地点から213度11分40秒、35.910mの地点 

     308の地点  307の地点から213度02分50秒、43.559mの地点 

     309の地点  308の地点から213度08分01秒、38.046mの地点 

     310の地点  309の地点から213度08分47秒、39.714mの地点 

     311の地点  310の地点から213度10分59秒、19.713mの地点 

     312の地点  311の地点から212度38分07秒、10.306mの地点 

     313の地点  312の地点から211度31分42秒、9.087mの地点 

     314の地点  313の地点から210度01分38秒、9.694mの地点 
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     315の地点  314の地点から207度58分34秒、14.583mの地点 

     316の地点  315の地点から207度13分57秒、5.068mの地点 

      43の地点  316の地点から16度55分35秒、61.454mの地点 

      42の地点  43の地点から43度54分13秒、32.297mの地点 

      41の地点  42の地点から45度00分00秒、20.759mの地点 

      40の地点  41の地点から34度40分15秒、58.733mの地点 

      39の地点  40の地点から29度28分43秒、12.705mの地点 

      27の地点  39の地点から29度50分37秒、60.751mの地点 

      26の地点  27の地点から33度08分16秒、48.823mの地点 

      25の地点  26の地点から33度01分26秒、14.145mの地点 

○区域２ 

(1) 位置 佐渡市野浦260番地１地先から佐渡市東強清水261番地地先に至る間の地先公有水面 

(2) 区域 次の各地点を順次に結んだ線及び321の地点と190の地点とを結んだ線により囲まれた区域 

     321の地点  佐渡市野浦506番地１地先道路敷に設置した図根三角点（M１）（北緯38度00分50.9785

秒、東経138度32分576491秒）から17度05分53秒、364.910mの地点 

     322の地点  321の地点から187度20分40秒、29.648mの地点 

     324の地点  322の地点から187度29分48秒、17.605mの地点 

     326の地点  324の地点から190度47分26秒、12.608mの地点 

     327の地点  326の地点から197度27分36秒、10.705mの地点 

     328の地点  327の地点から201度45分40秒、6.851mの地点 

     329の地点  328の地点から205度36分23秒、7.351mの地点 

     330の地点  329の地点から210度42分44秒、10.507mの地点 

     332の地点  330の地点から213度57分49秒、19.344mの地点 

     333の地点  332の地点から216度15分11秒、20.064mの地点 

      86の地点  333の地点から215度00分07秒、20.145mの地点 

      85の地点  86の地点から16度39分27秒、26.210mの地点 

      84の地点  85の地点から16度40分01秒、31.240mの地点 

     190の地点  84の地点から30度02分34秒、61.427mの地点 

○区域３ 

(1) 位置 佐渡市東強清水261番地地先から佐渡市東強清水263番地１地先に至る間の地先公有水面 

(2) 区域 次の各地点を順次に結んだ線及び86の地点と87の地点とを結んだ線により囲まれた区域 

      86の地点  佐渡市野浦506番地１地先道路敷に設置した図根三角点（M１）（北緯38度00分50.9785

秒、東経138度32分576491秒）から13度33分50秒、214.486mの地点 

     335の地点  86の地点から213度25分03秒、15.630mの地点 

     336の地点  335の地点から208度55分17秒、9.191mの地点 

     337の地点  336の地点から205度01分43秒、6.221mの地点 

     338の地点  337の地点から200度39分35秒、8.537mの地点 

      88の地点  338の地点から328度14分13秒、7.069mの地点 

      87の地点  88の地点から29度55分28秒、17.965mの地点 

○区域４ 

(1) 位置 佐渡市東強清水263番地１地先から佐渡市東強清水265番地１地先に至る間の地先公有水面 

(2) 区域 次の各地点を順次に結んだ線及び341の地点と977の地点とを結んだ線により囲まれた区域 

     341の地点  佐渡市野浦506番地１地先道路敷に設置した図根三角点（M１）（北緯38度00分50.9785

秒、東経138度32分576491秒）から11度43分34秒、168.922mの地点 

     947の地点  341の地点から106度52分32秒、4.044mの地点 

     977の地点  947の地点から197度33分48秒、17.275mの地点 

(3) 面積 3,593.33㎡ 

４ 埋立の免許年月日及び番号 

 平成12年６月22日 新潟県相土第867号 

５ 公有水面埋立法第22条第３項の市町村 

 佐渡市 
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◎新潟県告示第634号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 柏崎地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

向町地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(1)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(2)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(3)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(4)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

上川池沢地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 土石流 

早道場地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 地すべり 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県柏崎地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

 

◎新潟県告示第635号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 柏崎地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

向町地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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赤田町方(1)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(2)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(3)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

赤田町方(4)地区 刈羽郡刈羽村大字赤田町方 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県柏崎地域振興局地域整備部に備え置いて縦覧

に供する｡) 

 

◎新潟県告示第636号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 糸魚川都市計画用途地域（糸魚川市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第637号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。 

平成25年４月26日 

新潟県上越地域振興局長 

１ 指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

 平成25年４月16日 

３ 指定道路の位置等 

位     置 幅員（メートル） 延長（メートル） 

糸魚川市清崎68番１の内 6.10～6.52 

5.82～5.90 

5.90 

15.89 

25.84 

34.16 

 

◎新潟県告示第638号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、歳入の徴収事務を次のとおり委託した。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 委託した事務 

  新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例（平成12年新潟県条例第51号）第８条第１項に規

定するパーキング・チケットの発給に係る手数料の徴収に関する事務 

２ 受託者の氏名又は名称及び住所 
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 公益財団法人新潟県交通安全協会 

新潟県新潟市中央区新光町５番地４ 

３ 委託の始期 

 平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第639号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、歳入の徴収事務を次のとおり委託した。 

平成25年４月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 委託した事務 

  新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例（平成12年新潟県条例第51号）第８条第１項に規

定するパーキング・メーターの作動に係る手数料の徴収に関する事務 

２ 受託者の氏名又は名称及び住所 

 公益財団法人新潟県交通安全協会 

新潟県新潟市中央区新光町５番地４ 

３ 委託の始期 

 平成25年４月１日 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、耳鼻咽喉ビデオスコープシステムについて、

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成25年４月26日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  耳鼻咽喉ビデオスコープシステム  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成25年６月14日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0055 

  新潟県十日町市高山32番地９ 
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  新潟県立十日町病院経営課 

  電話番号 025－757－5566 内線506 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成25年５月７日（火）午後３時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成25年５月10日（金）午前11時00分 

  新潟県立十日町病院３階講堂 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、超音波気管支鏡下穿刺生検システムについて、

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成25年４月26日 

新潟県立がんセンター新潟病院病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  超音波気管支鏡下穿刺生検システム １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成25年６月28日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 
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  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成25年５月８日（水）午前10時30分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(7) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(8) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、温冷配膳車について、次のとおり一般競争入

札を行う。 

平成25年４月26日 

新潟県立がんセンター新潟病院病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 
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(1) 購入等件名及び数量 

  温冷配膳車 ８台 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成25年７月31日（水） 

(4) 納入場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目１５番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成25年５月８日（水）午前10時00分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(7) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(8) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 
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  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

選挙管理委員会規程 

新潟県選挙管理委員会規程第４号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成25年４月26日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

   公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 別表第１（病院）  別表第１（病院）  

 市区町村名 病 院 の 名 称 所  在  地   市区町村名 病 院 の 名 称 所  在  地  

（略） （略） 

聖籠町 

 

介護老人保健施設 

汐彩の郷 

 

新潟手の外科研究所

病院 

北蒲原郡聖籠町大

字次第浜22街区１

番 

北蒲原郡聖籠町諏

訪山997番地 

聖籠町 

 

介護老人保健施設 

汐彩の郷 

 

北蒲原郡聖籠町大

字次第浜22街区１ 

番 

（略） （略） 

  

 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第18号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により個人演説会等を開催することのできる

施設について、長岡市選挙管理委員会から、次のとおり指定及び指定の取消しがあった旨の報告があった。 

平成25年４月26日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

 

１ 指定した施設    

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 指定年月日 

長岡市山古志体育館 長岡市山古志竹沢甲

2837番地１ 

大アリーナ（ステージ

含む） 

1,240.00 平成 25年４月５日 

  

小アリーナ 616.00 

第２会議室 86.96 

長岡市よいたコミュ

ニティセンター 

長岡市与板町与板乙

2469番地１ 

多目的ホール（ステー

ジ含む） 

200.00   
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２ 指定を取り消した施設    

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 指定取消年月日 

長岡市山古志会館 長岡市山古志竹沢甲

2835番地 

大ホール 240.00 平成 25年４月５日 

    

 

 

教育委員会公告 

新潟県公立学校教員採用選考検査の実施について（公告） 

平成26年度新潟県公立学校教員採用選考検査を次のとおり実施する。 

平成25年４月26日 

新潟県教育委員会 教育長 高井 盛雄 
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公安委員会規則 
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新潟県公安委員会規則第８号 

新潟県警察の交番及び駐在所の名称等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成25年４月26日 

新潟県公安委員会 

   委員長  本   雅 子 

新潟県警察の交番及び駐在所の名称等に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県警察の交番及び駐在所の名称等に関する規則（昭和44年新潟県公安委員会規則第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加え

る。 

改 正 後 改 正 前 

別表 

署名 名 称 位 置 所 管 区 域 

（略） 

燕警

察署 

署所在

地 

 燕市のうち粟生津、下

粟生津、高木、上河原、

野本、溝、溝古新、田

中新、吉田西太田 

 燕駅前

交番 

（略） （略） 

（略） 

雀森駐

在所 

（略） （略） 

（略） 

小千

谷警

察署 

小千谷

駅交番 

小千谷

市東栄

１丁目 

小千谷市のうち千谷川

１・２・３・４丁目、

日吉１・２丁目、元町、

東栄１・２・３丁目、

旭町、本町１・２丁目、

平成１・２丁目、上ノ

山１・２・３・４・５

丁目、稲荷町、城内１

・２・３・４丁目、土

川１・２丁目、平沢１

・２丁目、大字薭生（通

称元中子、山寺、薭生

本村、木津町、信濃町、

木津団地、津山町)､浦

柄、小栗山、南荷頃、

横渡、塩谷、上片貝の

一部（通称大原、川向)､

桜町、平沢新田、千谷 
 

別表 

署名 名 称 位 置 所 管 区 域 

（略） 

燕警

察署 

 

 

 

 

燕駅前

交番 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

雀森駐

在所 

（略） （略） 

 粟生津

駐在所 

燕市粟

生津 

燕市のうち粟生津、下

粟生津、高木、上河原、

野本、溝、溝古新、田

中新、吉田西太田 

（略） 

小千

谷警

察署 

小千谷

駅交番 

小千谷

市東栄

１丁目 

小千谷市のうち千谷川

１・２・３・４丁目、

日吉１・２丁目、元町、

東栄１・２・３丁目、

旭町、本町１・２丁目、

平成１・２丁目、上ノ

山１・２・３・４・５

丁目、稲荷町、城内１

・２・３・４丁目、土

川１・２丁目、船岡１

・２・３丁目、大字薭

生（通称中央通り、元

中子町、滝原町、山寺、

薭生本村、旭町、木津、

信濃町)､浦柄、小栗山、

南荷頃、横渡、塩谷、

上片貝の一部（通称大

原、川向)､桜町 
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   川 

（略） 

吉谷駐

在所 

小千谷

市大字

西吉谷 

小千谷市のうち若葉１

・２・３丁目、大字東

吉谷、西吉谷、四ツ子、

池ヶ原、池中新田、時

水、藪川、谷内、両新

田、土川 

山辺駐

在所 

小千谷

市大字

上片貝 

小千谷市のうち栄町、

船岡１・２・３丁目、

大字上片貝（通称大原、

川向を除く｡)､山本、西

中 

（略） 

岩沢駐

在所 

小千谷

市大字

岩沢 

小千谷市のうち真人町

の一部（字芋坂、時之

島)､大字岩沢、豊久新

田、川井、川井新田、

塩殿 

（略） 

小粟田

駐在所 

小千谷

市大字

小粟田 

小千谷市のうち大字小

粟田、三仏生、坪野、

千谷、山谷 

 

（略） 
 

    

（略） 

吉谷駐

在所 

小千谷

市大字

西吉谷 

小千谷市のうち若葉１

・２・３丁目、大字東

吉谷、西吉谷、四ツ子、

池ヶ原、池中新田、時

水、藪川、谷内、両新

田 

山辺駐

在所 

小千谷

市大字

上片貝 

小千谷市のうち栄町、

大字上片貝（通称大原、

川向を除く｡)､塩殿、山

本、西中 

 

（略） 

岩沢駐

在所 

小千谷

市大字

岩沢 

小千谷市のうち大字岩

沢、豊久新田、川井、

川井新田、真人町の一

部（字芋坂、時之島） 

 

（略） 

小粟田

駐在所 

小千谷

市大字

小粟田 

小千谷市のうち平沢１

・２丁目、大字小粟田、

三仏生、坪野、千谷、

山谷 

（略） 
 

附 則 

 この規則中別表燕警察署の部の改正は平成25年５月11日から、その他の改正は公布の日から施行する。 
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